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研究成果の概要（和文）：本研究では、過去に実施されていない特例子会社と親会社の両社への調査を初めて行った。
回答率は子会社33.2％、親会社8.6％である。その結果、子会社が親会社から支援を得ながら連携し、障害への配慮を
実現している点では特例子会社制度は有効に機能している。しかし①子会社のみで障害者雇用を進めようとする姿勢が
多くの両社に窺える点、②障害者雇用の専門的ノウハウのある子会社の親会社が、自身が雇用する障害者への配慮は不
十分だと自覚している点、③子会社の活用を考えている両社は非常に少ない点から、多くの企業が本制度を活用しきれ
ていないといえる。今後は特例子会社を自社全体での障害者雇用の拠点とすることが求められる。

研究成果の概要（英文）：In this study, I surveyed both special subsidiary companies and parent companies f
or the first time. The survey showed that the special subsidiary company program functioned effectively, t
o the extent that the subsidiaries were able to accommodate people with disabilities, when they received t
he assistance and cooperation of the parent company. However, it was also evident that many corporations c
ould not take full advantage of this program for the following reasons: i) many companies opined that the 
employment of persons with disabilities should only be pursued at the subsidiary level, ii) parent compani
es were aware that they could not adequately accommodate persons with disabilities that they employed, and
 iii) the number of companies considering the use of special subsidiaries was extremely small. Based on th
ese findings, the idea of a special subsidiary company serving as a base for the entire company regarding 
the employment of persons with disabilities should be pursued.

研究分野：

科研費の分科・細目：

障害者の雇用・就労政策、福祉政策、経営倫理・CSR
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 研究開始前年の 2011 年の障害者実雇用率
は、法定雇用率 1.8%に対し 1.65%、法定雇
用率達成企業の割合は 45.3%で依然として低
い状態であった。特に重度障害者の雇用率は
低いことから、筆者は、重度障害者雇用を拡
大する政策を明らかにすべく、重度障害者雇
用の場として機能してきた全国の特例子会
社と福祉工場に 2007 年に調査を行った。そ
の結果、障害の有無に関係なく共に働けるイ
ンクルーシブな雇用形態と、知的障害や精神
障害に対しより細やかな配慮が可能となる
形態の両者を創設する政策が必要であると
明らかにした（山田 2008）。 
 その一方で、特例子会社と福祉工場だけで
の雇用拡大には限界があり、今後は企業の営
利活動の中で積極的に取り組む CSR（企業の
社会的責任）（水尾・田中 2004）の視点から
も、通常の企業で本業として障害者雇用が可
能な体制整備が重要となる。しかし実態は、
障害者雇用を CSR の一環として捉えていな
い企業が 7 割以上であり、特例子会社等では
当然に行われている「障害への配慮」（作業
環境等の職場の改善、職域・職種の開発、雇
用管理等）の必要性も十分に認識されていな
いことが先行調査より明らかになっている。 
こうした状況を踏まえ、障害者が雇用率達

成の手段とされることなく、雇用の質を高め
た上で雇用が促進されるには、企業が「継続
的 CSR」として障害者雇用を実現できる条件
の提示が不可欠であると考えた。よって筆者
は、その条件として①障害への配慮を含んだ
人的資源管理の構成、②その具体化としての
障害のある従業員の戦力化、③その具体策と
して障害者が企業の有用な人材となるため
の職務開発の実践、を導き出した（山田 2011）。 
以上の筆者の研究成果を踏まえた上で、障

害者雇用をさらに拡大するために実効性の
高い方策は、現行の特例子会社制度の活用で
あると考えた。特例子会社とは、障害への配
慮を行う子会社で雇用する障害者を親会社
の雇用数に合算できる制度である。中堅・大
企業の雇用率達成のための有効な方策とし
て定着しつつあり、障害者雇用機会の拡大や
長期的な雇用の場となる等のメリットも大
きい。しかし、親会社と子会社の人的関係が
密接であることが設立要件の 1つであるにも
関わらず、設立後は親会社の障害者雇用の意
識が低下する傾向が指摘されている。また、
子会社からの親会社への要望として「特例子
会社としての存在意義の明確化」や「親会社
との人的交流」が最も高いという調査結果も
出ている（東京経営者協会 2007）。障害者雇
用を目的とする特例子会社制度を企業が活
用しきれていないといえる。 
 
２．研究の目的 
 よって本研究の目的は、障害者雇用の質を
確保する合理的配慮を焦点として、障害者雇
用のノウハウを蓄積してきた特例子会社と

親会社を調査し、特例子会社の活用による障
害者雇用の拡大のための方策を提示するこ
とである。本研究では、先述の筆者の研究成
果に加え、研究開始当初に日本政府が準備を
行っていた国連障害者権利条約の批准に必
要な国内法整備の状況を念頭に、具体的方策
を明らかにすることを目的とした。 
 障害者雇用率制度は量としての雇用拡大
を主目的とし、雇用の質までは考慮に入れて
いない。今後日本が、合理的配慮を行わない
ことを差別とする障害者権利条約を批准す
るには、雇用の質を確保するための合理的配
慮を企業で実現する方策の早急な確立が求
められる。したがって本研究で明らかにする
ことを次の 3 点とした。第 1 に特例子会社と
親会社への両社の同時調査はこれまでに行
われていないため、両社の関連性と障害への
配慮の具体的実態と課題を明らかにする。第
2 に、第 1 で明らかになった課題が企業の自
助努力のみで解決可能なレベルか、政策・制
度の創設が必要なレベルかを分析し、分類し
て提言する。第 3 に、特に先述の子会社と親
会社の関係性に焦点を当て、親会社による特
例子会社でのノウハウの活用があれば解決
可能かという点から分析する。 
 
３．研究の方法 
 本研究は次の 4段階で行った。第 1段階は
調査票作成のための文献収集・研究と、予備
調査として数社の企業等にインタビュー調
査を行った。調査項目の作成に企業の現場の
視点を生かし、より詳しい実態調査が可能と
なる調査票を作成するためである。第 2段階
では特例子会社と親会社に調査票調査を実
施し、その結果を分析した。 
第 3段階はそれらを踏まえ、調査にご協力

いただいた特例子会社等にインタビュー調
査を行った。調査票による調査のみでは把握
できない実態や、特例子会社及び親会社の担
当者の意識や取り組みを知るためである。 
そして第 4段階では、第 3段階までの結果

を踏まえ、特例子会社制度の活用という方策
が有効であるのかどうかについての検討と、
合理的配慮による雇用の質の確保の方策に
ついて、企業の自助努力で可能な範囲と政
策・制度の改善や新たな創設が必要な方策と
に峻別し、政策提言を行った。 
 
４．研究成果 
(1)平成 24 年度の研究の主な成果 
 平成 24 年度は、上記のうち第 1段階と第 2
段階の研究を行った。具体的には、障害者雇
用に関わる先行研究・文献の収集・分析、イ
ンタビューによる予備調査、調査票の作成と
全国の特例子会社及び親会社（698 社）への
送付である。 
 
①インタビューによる予備調査（1回目） 
まず、障害者雇用を長年実践し、以前より

筆者の研究にご協力していただいている株



式会社小田急ビルサービス総務部課長 平田
哲男氏と、有限会社リベルタス興産（宇部興
産株式会社 100％出資の特例子会社）代表取
締役社長 有田信二郎氏に、調査目的と概要、
現場や制度の実態についてインタビューし、
調査票作成にご協力いただいた。その結果、
調査票作成の上で念頭に置く必要のある点
として、次の 2つのポイントが明らかになっ
た。第 1に、先行調査と同様、特例子会社よ
りも親会社の方が、障害者雇用に関して意識
が低い傾向にあるのではないかということ、
第2に特例子会社を持たない一般企業の場合
は、障害者雇用についてどの程度の意識・理
念等を持っているかが明らかでないことで
ある。 
 
②インタビューによる予備調査(2 回目) 
 これらを踏まえて、2 回目の予備調査のイ
ンタビューでは、広く一般企業（中小企業と
大企業の両社）の障害者雇用に関する考えや
意識、雇用の実態等を明らかにすべく、次の
3名の方々にお話をお伺いした。 
中小企業に関しては、東京商工会議所産業

政策第二部主任調査役の米村達郎氏、特例子
会社を持たず障害者雇用を行っている大企
業に関しては、富士ゼロックス株式会社常勤
監査役の日比谷 武氏、さらに通常の企業の
視点を知るべく、前富士フイルム株式会社前
副社長の今井 祐氏にお話をお伺いした。そ
の結果、障害者雇用については企業によって
意識に差があること、コンプライアンス（法
令遵守）として障害者雇用に取り組まねばな
らないという意識があるのは共通するが、具
体的なノウハウ、特に障害種別や産業別で必
要な具体的な障害への配慮、自社の戦略・目
的への組み込みについては、まだ不十分な企
業が多いといえることがわかった。よって以
上については実態調査が必要であり、この点
について本調査で明らかにすることに大き
な意義があることがわかった。 
 
③調査票作成と企業への送付 
以上のインタビュー調査の結果を踏まえ

て調査票を作成した。この段階でも、前述の
平田氏と有田氏の 2 名にご協力いただいた。
2013 年 1月末に、全国の特例子会社とその親
会社合計 398 社に調査票を送付した。3 月末
に回収し、回答率は特例子会社が 33.2％（116
社）、親会社が 8.6％（30 社）であった。 
本調査の詳細については、次の通りである。 

○調査方法：調査票郵送による調査  
○調査時期：2013 年 2月～3月の 1ヶ月間 
○特例子会社と親会社のデータソース： 
2012 年 10 月 5 日に厚生労働省高齢・障害
者雇用対策部障害者雇用対策課よりご提
供いただいた名簿（非公表。本調査研究の
ための使用に限るという条件でご提供い
ただいた）。データの内容は 2012 年 5月末
現在。 

○郵送数：全国の特例子会社 349 社および親

会社 348 社（1社のみ住所不明） 
○回答率 特例子会社：33.2％（116 社）、親
会社：8.6％（30 社） 
 
(2)平成 25 年度の研究の主な成果 
 調査結果の概要を①障害への配慮の実施
内容、②特例子会社と親会社の連携の実態、
③現在の経営状況の 3 点から以下にまとめ、
分析した。 
 
①障害への配慮の実施について 
障害者従業員（親会社については親会社自

身で雇用している障害者従業員）に対する障
害への配慮を 13 項目挙げ、【職務内容・職務
遂行に関する配慮】【職場環境・施設整備】【人
事管理】【職場での人的支援】の 4 つに分類
し、子会社と親会社の両方に「行っている障
害への配慮」「配慮がどの程度十分だと考え
るか」「必要であるが不十分であると思う場
合の理由」「不十分である場合、どのような
施策があれば可能になるか」と質問した。 
その結果、まず実施している配慮内容（図

1）について、子会社で 5 割を下回っている
のは「駐車場や住宅確保など、通勤の条件整
備」（30.7％）、「障害の特性・能力に応じた
評価方法の工夫」（49.1％）、「手話通訳など
職場内でのコミュニケーションを図るため
の配慮」（14.9％）、「第 1 号ジョブコーチな
ど外部機関の人的支援制度の活用」（32.5％）
である。しかし、親会社で 5割を超えている
のは「職務内容の変更等、障害特性に応じた
職域・職種の開発」（62.1％）と「労働時間・
休養などについての配慮(58.6%)」のみであ
り、他は全て子会社に比べても非常に低い実
施率である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 特例子会社と親会社が実施している 

障害への配慮内容 
 
 
 



次に配慮の実施程度は、子会社は 4 種類の
いずれの配慮も「必要であり十分できてい
る」と「必要でありまあまあできている」の
合計が 85.1 ～90.3%であった。しかし親会社
自身で雇用している障害者への配慮につい
ては、【職場環境・施設整備】と【職場での
人的支援】は「必要であるがあまりできてい
ない」と「必要だが不十分である」の合計が
それぞれ 44.4%、40.7%と非常に高い（図 2-1、
2-2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-1 特例子会社と親会社の障害への配慮

程度の実施程度 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-2 特例子会社と親会社の障害への配慮

程度の実施程度 2 
 
 
 またこれらが不十分である理由について、
前者の第 1位は「自社の経営資源が足りない
ため」であった。後者の第 1位は「障害者雇
用の経営及び支援に通じている人材が足り
ないため」が 90.0%と圧倒的な高さであった。 
今後の障害への配慮内容については、親会

社は「現状のままでよい」34.6%、「もっと充

実させたい」38.5%、「雇用したことのない障
害者も雇用したい」15.4%で、子会社はそれ
ぞれ 25.0%、57.1%、14.3%である。子会社に
比して充実させたいと考える比率は低い。ま
た「国連障害者権利条約と合理的配慮につい
て知っているか」については、子会社（はい：
51.7%、いいえ：41.4%）、親会社（はい：46.7%、
いいえ：46.7%）となった。障害者雇用の専
門的知識・ノウハウを備えているべき子会社
が知らないと答えた比率が予想に反して大
変高く、大きな問題点の1つであると考える。 
 
②特例子会社と親会社の連携について 
特例子会社と親会社の双方に両者の連携

の実態と今後の展望について質問した。両者
とも【子会社での障害者雇用の理念・方向
性・意思決定に関して】【子会社の戦略・事
業運営に関して】は「親会社と子会社が連携」
して行い、【子会社での障害への配慮の決定
に関して】は「子会社の判断で決定」すると
いう回答が最多であった（表 1）。また、子会
社から親会社への障害者従業員の転籍・出向
は予定されていない割合が高く（表 2）、その
理由として「子会社の方が障害特性を生かし
た業務や障害への配慮を実現しやすいため」、
「子会社の方が障害のある従業員にとって
働きやすいため」と考える子会社・親会社が
多かった。しかしわずかながら子会社 9 社、
親会社3社が積極的に親会社でも働けるよう
にしたいと考えていることもわかった（表 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 1 特例子会社と親会社の連携について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2 子会社から親会社への転籍・出向につい 
 て 

 
 今後の特例子会社の運営について、両社に
①経営面について、②障害者雇用の方針につ
いて質問したところ、①については「親会社
からもっと発注量を増やしたい」が子会社
43.1%、親会社 44.8%、「現状のままでよい」
が子会社 22.9%、親会社 20.7%、「親会社から
完全に独立し、子会社単独で独立採算制をと
れるようにしたい」が子会社 19.3%、親会社
20.7%であった。従来通り、親会社からの発
注を主な事業とした現状を維持したいと考
えている子会社と親会社が多い。 
②については「もっと親会社に関わってほ

しい（関わりたい）」が子会社 11.7%、親会社
0%、「現在よりも親会社と子会社とで連携し
たい」が子会社 39.6%、親会社 41.4%、「現状
のままでよい」が子会社40.5%、親会社51.7%、
「もっと子会社で自主的に決定するように
したい」子会社 6.3%、親会社 6.9%、「その他」
が子会社 1.8%、親会社 0%であった。全体的
には子会社・親会社とも、障害者雇用につい
ては現状のままでよいと考える割合が多い。 
さらに、親会社のみに「貴社全体での障害

者雇用の推進における特例子会社様の役割
の位置づけ」を質問したところ、「子会社の
雇用数で企業全体の法定雇用率を確保する
方針である」50.0%、「子会社でのノウハウを
活用し、親会社およびグループ会社でも障害
者雇用を推進している」35.7%、「子会社の雇
用数とは別に、親会社単独でも法定雇用率を
達成する方針である」3.6%、「その他」10.7%
であった。障害者は特例子会社のみで集中的
に行って雇用率を達成したいと考える親会
社が半数であり、子会社のノウハウを生かし
て親会社や自社全体で積極的に雇用しよう
という姿勢はあまり高くないといえる。 
 
③現在の業績について 
現在の業績について、「よい」との回答は

子会社 13.6%、親会社 13.8%で、「比較的良い」

は子会社 50.9%、親会社 37.9%であった。「あ
まりよくない」は子会社 27.3%、親会社 44.8%
で、「よくない」は子会社 8.2%、親会社 3.4%
だった。子会社のみの質問で「適当な仕事量
の確保について」は「十分確保できている」
18.4%「まあまあ確保できている」61.4%、「あ
まり確保できていない」15.8%、「不十分であ
ると思う」4.4%である。ここから、親会社の
支援を得ながら経営の安定性・継続性を実現
している特例子会社が多いといえる。 
 
(3)本研究全体から得られた成果と政策提言 
まず、子会社が親会社から支援を得ながら

連携し、経営を安定させて障害への配慮を実
現している点では、本制度は有効に機能して
いるといえる。しかし、第 1に現状維持のま
ま子会社のみで障害者雇用を進めようとす
る姿勢が多くの子会社と親会社に窺えるこ
と、第 2に障害者雇用の専門的ノウハウのあ
る子会社の親会社が、自身が雇用する障害者
への配慮は不十分だと自覚している点、第 3
に子会社を活用しようと考えている親会社
も子会社も非常に少ないことから、本制度を
活かしきれていない企業が多いといえる。 
この現状では本制度が法定雇用率達成の

ためだけに利用される可能性を否定できず、
通常の企業での障害者雇用の発展も望めな
い。よって今後必要な方策は、特例子会社を
自社全体での障害者雇用の拠点とし、障害へ
の配慮を含めた専門知識・経験・ノウハウと
人材を親会社及び関係会社でも活用するこ
とである。 
また、親会社に加え他の企業でも障害者雇

用を促進するには、多数の親会社が回答した
「障害者雇用に通じる専門的人材」の育成が
特に不可欠だと考えるが、子会社に既にその
人材がいるのであり、この点は企業の自主的
努力で解決可能なレベルであると考える。加
えて現在のジョブコーチ等の就労支援専門
職も含め、企業や障害者のニーズに応じた人
材育成・支援政策の強化も必要である。 
本調査結果を補うため、子会社と親会社の

両社に回答いただいた 10 社のうち、特例子
会社を自社全体での「障害者雇用の拠点」と
し、親会社と連携して本制度を活用している
特例子会社2社にインタビュー調査を行った。
インタビュー調査を行う企業を選択した基
準は、次の 2点である。第 1に親会社と子会
社の回答に不一致が見られないこと、第 2に
障害者雇用について、親会社と子会社が「障
害への配慮」と「事業全体」の両社に関して
連携して取り組んでいることである。 
インタビュー調査を行った企業は次の2社

である。 
 
①有限会社リベルタス興産（親会社：宇部
興産株式会社）代表取締役社長 有田信二
郎氏、管理部職業コンサルタント 梅田晶
子氏 

 ②株式会社 CFS サンズ（親会社：株式会社



CFS コーポレーション）管理部取締役管理
部長 坂井隆英氏 

 
(3)得られた成果の国内における位置づけと
インパクト 
 本研究の特色・独創的な点は、第 1に、親
会社の回答率がかなり低いが、特例子会社と
親会社の両方への調査研究は本研究が初め
てであるため、貴重な先行研究・資料になる
と考える。第 2に企業側の視点を中心とした
政策提言を行った点である。これまでは障害
者本人の就労支援の点からの先行研究が多
く、先述のように特例子会社と親会社への同
時調査を踏まえた政策提言は、本研究が初め
てである。よって以上の 2点からいえる本研
究の成果における位置づけとインパクトを、
「３.研究の方法」で述べた「合理的配慮に
よる雇用の質の確保の方策について、企業の
自助努力で可能な範囲と政策・制度の改善や
新たな創設が必要な方策か」という峻別の視
点から述べると、次の 3点である。 
第 1に特例子会社と親会社の両社に、既に

存在する子会社を活用することで、障害への
配慮を実現し、障害者雇用の実現と拡大・継
続が可能になることを示した。よって特例子
会社を持つ親会社や企業グループに対し、自
助努力で実行できる方策を提示できたと考
える。 
第 2に、第 1の点に関連して、特例子会社

では親会社の支援と連携によって障害への
配慮が可能になっていることが明らかとな
った。ゆえに合理的配慮による雇用の質の確
保の方策については、特例子会社を持つ企業
に関しては「特例子会社制度の活用」という
自助努力で可能な範囲にあるということが
いえる。 
第 3に、親会社に加え、特例子会社を持た

ない企業でも障害者雇用を促進するには、
「障害者雇用に通じる専門的人材」の育成が
不可欠だと述べた。前者の場合は子会社の人
材を活用する方策が挙げられるが、通常の企
業の場合、必ずしも自助努力だけで解決でき
るレベルにはないと考える。よってこの点に
ついては、前述のように政策・制度として、
企業や障害者のニーズに応じた人材育成・支
援政策の実施と強化が必要になると考える。 
 
(4)今後の展望 
 本研究で明らかになったように、通常の企
業でも障害者雇用を促進するためには、「障
害者雇用に通じる専門的人材」の育成政策を
研究することが求められると考える。 
 
※なお、上記の内容は日本経営倫理学会第 22
回研究発表大会（2014 年 6月 21・22 日開催）
で 6月 22 日（日）に発表済みである。また、
上記の内容は以下の 2件の論文・図書の内容
に加筆・修正を加えたものである。 
 
①山田雅穂（2014）「特例子会社制度の活用

による障害者雇用拡大のための方策につ
いて―特例子会社と親会社への全国調査
から―」日本経営倫理学会第 22 回研究発
表大会予稿集、pp.81-87. 

②山田雅穂（2014）「第 9 章 職業  Ⅴ 特例
子会社制度の現状と課題」日本発達障害連
盟編『発達障害白書 2015 年版』明石書店、
2014 年 9月刊行決定 
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